
検察官の調書作成 

証人出廷 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犯 罪 の 発 生 

捜 査 の 開 始 

犯 人 の 特 定 

任 意 取 調 べ 逮 捕 

釈 放 

書 類 送 致 身 柄 送 致 

勾 留 

検 察 庁 で 処 分 決 定 

起 訴 不 起 訴 

公 判 

判 決 

警察への届出、１１０番通報 

事情聴取、供述調書等作成 

証拠品の提出、実況見分の立会い 

犯人の確保 

供述調書作成 

実況見分の立会い 

証拠品の確認 

少年事件の場合は、異

なる手続をとります。 

○ 身柄送致･･･犯人逮捕後、48 時間以内に検察庁にその身柄と
ともに書類を送致する手続 

○ 勾留･･･捜査上の必要により、送致後も引き続き犯人を留置し
たまま取調べを行うこと 

○ 起訴･･･裁判にかける手続 

刑事手続の流れ 


